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平成２５年（ワ）第３８号、同第９４号、同第１７５号 

「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発事故原状回復等請求事件等 

原 告  中島 孝  外 

被 告  国     外１名 

 

準備書面（４３） 

（被告国第１４準備書面における主張と、原告ら準備書面（４０）～（４２）

における反論との対照・整理、および原告らからの補充的主張） 

 

 

２０１６（平成２８）年８月１２日 

 

福島地方裁判所 第１民事部 御中 

 

原告ら訴訟代理人 

弁護士  安 田 純 治 外 

 

はじめに～本準備書面の目的 

 原告らは、２０１６（平成２８）年４月２７日に、準備書面（３９）（経済

産業大臣が規制すべきであった津波対策の措置と結果回避可能性）、準備書面

（４０）（３名の専門家の証言により長期評価の信頼性が確認されたこと）、

準備書面（４１）（２００２年「長期評価」の公表の直後にはこれに基づく推

計をなすべきであり、これにより浸水深２メートルの津波の襲来が予見可能

であったこと）、準備書面（４２）（詳細な地震想定検討を含まない津波評価

技術が原子炉の津波対策の基準として意図的にその目的を越えて利用された

経過について）を提出した。 
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その後、被告国は２０１６（平成２８）年５月９日付で第１４準備書面を

提出し、その中で、「第２ 予見可能性の対象についての原告らの主張が失当

であること」、「第３ 被告国の予見可能性を認めることはできないこと」、「第

４ 長期評価に基づく対策を講じるべきであったとする原告らの主張に理由

がないこと」につき、主張している。 

  以上のとおり、原告らの上記準備書面（３９）～（４２）は、被告国の第

１４準備書面に先行して提出されているが、そこでの原告らの主張は、被告

国の第１４準備書面への反論としても、必要十分な内容を備えている。よっ

て、被告の同書面における主張に逐一反論することは、無用の重複・繰り返

しとなるので行わない。 

  もっとも、原告らの主張は複数の準備書面にわたっており、被告第１４準

備書面における諸々の主張につき、原告がどの準備書面のどの箇所ですでに

反論を済ませているのかを、対照・整理しておく作業は有意義であると考え

る（本準備書面「第１」）。 

  また、被告国は専門家証人尋問の終了後に提出した書証なども引用しつつ、

２００２年「長期評価」の信頼性を否定すべく縷々主張している（４７頁以

下）。原告らの基本的主張は準備書面（４０）で尽くされているが、必要な範

囲で被告国の主張への反論を行う（本準備書面「第２」）。 

  さらに、被告国は２００２（平成１４）年の土木学会「津波評価技術」に

ついて、福島沖に延宝房総沖地震の断層モデルを設定しなかったことは不合

理とは言えないとの主張を、専門家証人尋問終了後に提出した書証なども引

用しつつ行っている（４５頁）。原告らの基本的主張は準備書面（４２）で尽

くされているが、必要な範囲で被告国の主張への反論を行う（本準備書面「第

３」）。 

 

第１ 被告国第１４準備書面における主張と原告ら準備書面（４０）～（４２）
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における反論との対照・整理 

 

１ 「第２ 予見可能性の対象についての原告らの主張が失当であること」（被

告国４頁以下）について 

（１） 被告国の第１４準備書面「第２」については、原告ら準備書面（４１）、

および準備書面（３９）において、全面的に反論している。 

（２） すなわち、「（１）単に敷地高さを超える津波というだけでは予見可能

性の対象となり得ないこと」（被告国・第１４準備書面５頁、以下単に〔被

告国５頁〕などのように略記する。）については、原告ら準備書面（４１）

の「第１ 被告国による敷地高さを超える津波に対する安全規制の必要

性を基礎づける津波の予見可能性と、被告東京電力による具体的な津波

防護措置を基礎づける津波の予見可能性は異なること」（８頁以下）にお

いて反論している。 

原子炉施設においては「深刻な災害が万が一にも起こらないようにす

る」という高度の安全性が求められるのであり、敷地高さを超える津波

に対する安全規制は、そうした津波が襲来する「可能性」があれば導入

される必要がある。そうした津波が「確実に襲来する」とか、「高度の確

率で襲来する」ということまでは必要ないのであり、そうした確率が判

明するまで規制権限を行使しないということは許されない。 

（３） 「（２）単に敷地高さを超える津波が到来しただけでは本件事故が発生

したと認められないこと」（被告国６頁）については、原告ら準備書面（４

１）の「（３）敷地高さを超える津波により全交流電源喪失の危険がある

こと」（１８頁以下）において反論している。 

被告国および被告東京電力が、建屋等重要施設のある敷地高さを超え

る津波が襲来すれば全交流電源喪失に至る具体的な危険性があることを

認識していたことは、証拠上明らかである。 
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「水量、水流、水圧等」を強調し、これらが建屋内部への浸水の原因

となったかのように根拠を示さず主張する被告国の誤りについても、原

告ら準備書面（４１）２１頁「３ 大きな水圧等で建屋内に浸水が発生

したとの主張が事実に反すること」で反論している。 

（４） 「（３）予見可能性の対象に関する原告らの主張は結果回避可能性の前

提の主張としても失当であること」（被告国７頁）については、準備書面

（３９）において全面的に反論している。 

（５） 「（４）津波の遡上態様の不確実性は津波の規模を考慮しなくてよい理

由とならないこと」（被告国７頁）については、前述のとおり、「水量、

水流、水圧等」を強調しこれらが建屋内部への浸水の原因となったかの

ように主張する被告国の誤りについて、原告ら準備書面（４１）２１頁

「３」において反論している。 

（６） 「（５）予見可能性は基準面Ｏ.Ｐ.を基準とした浸水高により検討され

るべきであること」（被告国８頁）については、原告ら準備書面（４１）

１５頁（３）の主張が、そのまま反論となる。 

 原子炉施設には高度な安全性が求められること、主要建屋敷地高さを

超える津波の襲来は全交流電源喪失と過酷事故をもたらす危険性がある

ことからすれば、個々の原子力発電所に到達する津波高さの詳細な推計

値が判明しない限り「敷地高さを超える津波」に対する安全対策を求め

る規制権限を行使しないということは許されない。 

「敷地高さを超える津波」の襲来の可能性があれば、これに対する安

全対策を求める規制権限を行使すべきことは当然であり、現に生じた１

号機ないし４号機の浸水高を予見可能性の対象と主張する被告国の主張

は誤りである。 

（７） 「（６）溢水勉強会の検討結果等は、単に敷地高さを超える津波の到来

により機器の機能喪失の具体的危険性や全交流電源喪失の現実的危険性
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を示すものではないこと」（被告国９頁）については、原告ら準備書面（４

１）の「（３）敷地高さを超える津波により全交流電源喪失の危険がある

こと」（１８頁以下）の主張が、そのまま反論となる。 

被告国は、１９９７（平成９）年の「対応について」（乙Ｂ７０号証）

について、敷地高さを超える浸水により機器へ影響する可能性があるこ

とが示されているに過ぎないと主張する（被告国９～１０頁） 

しかし、高度の安全性が求められる原子炉施設において、非常機器の

水没の「可能性があり」、電源盤等の機能喪失が「考えられる」（乙Ｂ７

０号証、７枚目）ということは、すなわち、具体的・現実的危険性が示

されたということに他ならない。 

２００６（平成１８）年の溢水勉強会については、被告東京電力が、

本件原子力発電所の事故発生後に同勉強会の内容が公表された際に、「建

屋敷地が浸水すると、建屋開口部から水が浸入し、電源設備などが水没

し機能を喪失するという結果」は、「保安院から指摘されて気付くような

知見ではなく、設計上想定していない場所に浸水を仮定すれば、当然の

結果として機能を失うものと認識しておりました」と述べている（甲Ｂ

３５号証・１枚目。原告ら準備書面（４１）１９～２０頁）。敷地高さを

超える津波の襲来により機器の機能喪失の具体的危険性や全交流電源喪

失の現実的危険性が生じることは、被告らにとって、いわば常識に属す

る知見であった。 

 

２ 「第３ 被告国の予見可能性を認めることはできないこと」（被告国１０

頁以下）について 

（１） 「１『太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書』に基づき予見

可能性を認めることはできないこと」（被告国１０頁）については、原告

ら準備書面（４１）「第３ ２００２年『長期評価』に先立ち敷地高さを
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超える津波に対する安全規制の必要性を基礎づける津波襲来に関する知

見があったこと」の、「２ ４省庁報告書の結果は敷地高さを超える津波

の襲来の可能性を示すこと」（３２～４０頁）の主張が、そのまま全面的

な反論となる。 

（２） 「２『津波浸水予測図』を根拠に予見可能性を認めることはできない

こと」（被告国１４頁）については、原告ら準備書面（４１）「第３」の、

「３ 『津波浸水予測図』によって敷地高さを超える津波が予見された

こと」（４１～５６頁）の主張が、そのまま全面的な反論となる。 

（３） 「３ 津波評価技術は安全側に立って設計津波水位を検討するもので

あり、合理性を有する評価方法であったこと」（被告国３１～４７頁）に

ついては、原告ら準備書面（４２）（詳細な地震想定検討を含まない津波

評価技術が原子炉の津波対策の基準として意図的にその目的を超えて利

用された経緯について）の主張全体が、詳細な反論となる。 

（４） 「４ 長期評価によっても予見可能性を認めることはできないこと」

（被告国４７～８５頁）については、原告ら準備書面（４０）（３名の専

門家の証言により長期評価の信頼性が確認されたこと）の主張全体が、

詳細な反論となる。 

なお、「長期評価」の信頼性に関連して被告国がなす主張への補充的反

論については、本準備書面「第２」で後述する。 

（５） 「５ 貞観地震・貞観津波に関する知見によっても被告国の予見可能

性を認めることはできないこと」（被告国８５頁）については、原告らは

２００２年「長期評価」が想定した、日本海溝寄りの津波地震に基づく

予見可能性を主張立証しているのであるから、貞観津波についての被告

の主張に直接反論をする必要がない。 

但し、以下の一点のみ指摘しておく。 

被告国は、佐竹らの２００８年論文においても貞観地震の断層モデル
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が確定していないことを強調する。しかし、重要なのは、佐竹論文が津

波堆積物を最もよく説明する断層モデルとして示す「モデル８」も「モ

デル１０」も、日本海溝寄りか陸寄りかの違いはあれ、福島沖における
．．．．．．．

巨大な波源モデルという点では共通しているということである。 

被告国は、第１４準備書面において、３．１１以前に福島沖において

は巨大地震が発生するとは考えられていなかった、と強調する（４３頁）。 

しかし、２０００年代に入って、津波堆積物の調査・研究に基づきな

されたシミュレーションは、２００１（平成１３）年の箕浦・今村らの

論文にせよ、２００８（平成２０）年の佐竹らの論文にせよ、福島沖に

巨大な波源モデルを想定する結論となっている。そして、過去に生じた

地震は将来も生じうることについては争いがない。中央防災会議の日本

海溝等専門調査会において貞観地震津波についても検討すべきとの意見

が出され（２００３〔平成１５〕年、甲９号証の１、島崎邦彦氏ら）、保

安院の会議でも貞観の波源は相当南まで来ており無視すべきでないとの

意見が出されるなど（２００９〔平成１７〕年、甲１５号証の１、岡村

行信氏（佐竹論文に依拠））、２０００年代には地震・津波学の専門家の

間では、貞観津波の波源が福島沖に及んでいるとの見解が趨勢であった。 

以上より、３．１１以前に福島沖においては巨大地震が発生するとは

考えられていなかった、との被告国の主張は事実に反しており、２００

８年佐竹論文は、かえって被告国の主張の誤りを示す根拠となる。 

（６） 「６ 本件地震は明治三陸地震及び貞観地震を大幅に上回る規模であ

り、震源域も広範に及んでおり、本件地震は長期評価が想定していた領

域で発生したものではないこと」（被告国９０頁）については、原告ら準

備書面（４１）「第２」の「２ 地震自体・津波自体の大きさは予見の対

象ではないこと」（２０頁）において反論している。 

地震自体の大きさや、津波自体の大きさは、当該原子力発電所に到達
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する津波の規模を推計する出発点となる情報に過ぎず、原子力発電所に

到達する津波の規模を離れて、地震自体・津波自体の規模の大きさを議

論する意味はない。 

 

３ 「第４ 長期評価に基づく対策を講じるべきであったとする原告らの主張

に理由がないこと」について 

（１） 「１ 明治三陸地震における津波の遡上高の区間平均最大値を基に算

出した津波マグニチュードを基準に津波対策を講じるべきであったとの

島崎氏の指摘が不合理であること」（被告国９５頁）については、原告ら

準備書面（４１）の「第４ ２００２年『長期評価』により敷地高さを

超える津波の襲来する可能性が示され詳細な津波推計を行うことの必要

性が示されたこと」（５６～７１頁）において、詳細に反論している。 

（２） 「２ 長期評価に基づく被告東電の試算結果を基に対策を講じるべき

であったとする原告らの主張に理由がないこと」（被告国１０６頁）につ

いては、原告ら準備書面（４１）の「第５ 『長期評価』による推計で

２ｍの浸水深となることが示されたこと」（７２～８２頁）において、詳

細に反論している。 

被告国および被告東京電力は２００２年「長期評価」および「津波評

価技術」の知見を熟知しており、２００８（平成２０）年における推計

と同様の推計を行うことは「長期評価」の公表直後から可能かつ容易で

あった。 

 

第２ 「長期評価」の信頼性に関する被告国の主張への補充的反論 

 

１ 「長期評価」の信頼性と予見可能性についてはすでに原告ら準備書面（４

０）（４１）で明らかにされている。 
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被告国の「『長期評価』によっても予見可能性を認めることはできない」と

の主張に対し、原告らは、準備書面（４０）において長期評価の高度の信頼

性を、さらに準備書面（４１）において、２００２年「長期評価」の公表の

直後にはこれに基づく推計をなすべきでありこれにより浸水深２メートルの

津波の襲来が予見可能であったことを既に詳細に論じており、これらがその

まま被告国の主張への反論となっている。 

以下、被告国が専門家証人の尋問後に提出した書証に基づいて主張してい

る箇所を中心に、原告らが必要と判断する範囲で、補充的に反論する。 

 

２ 被告国が主張する長期評価への異論の存在について 

（１）地震本部「日本の地震活動」（第２版）について 

被告国は、地震本部が２００９（平成２１）年３月に発行した「日本の

地震活動」（第２版）（乙Ｂ２１号証）において、延宝房総沖地震について

は、津波地震の「可能性が指摘されています」との記載があることをもっ

て、延宝房総沖地震を「津波地震とするのは、あくまで一つの説に過ぎな

いことを長期評価の発表後においても地震本部自らが明らかにしている」

と主張する（７２～７３頁）。 

しかし、そもそも「日本の地震活動」（第２版）における上記の記述は、

すでに１９９９（平成１１）年４月１日に発行された旧版「日本の地震活

動－被害地震から見た地域別の特徴－＜追補版＞」以来の記述が、２００

２年「長期評価」の策定後もそのまま残されたものであり、「長期評価」に

おける延宝房総沖地震に対する津波地震の評価を積極的に見直し、あるい

は否定するべく新たに記載されたものでは何らない（甲Ｂ３７０）、なお、

この「旧版」は現在も地震本部のサイトで見ることができる）。 

   すでに準備書面（４０）で詳述したとおり、「長期評価」は地震について

の知見の進展を踏まえて随時改訂されるものであるところ、上記「日本の
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地震活動」（第２版）の発行と同じ２００９（平成２１）年３月になされた

「長期評価」の一部改訂において、延宝房総沖地震を津波地震とする従来

の評価になんら変化はない。 

   また、「長期評価」の本格的な改訂のため、地震調査委員会長期評価部会

の会合が同年６月から本件地震前まで１９回開かれ、約２０人の専門家が

議論に参加しているが、延宝房総沖地震が津波地震であるとの評価に対す

る見直しのための見解が提起され議論されたことも伺えない。 

   ２００７（平成１９）年には、都司・佐竹両証人ら専門家により行われ

た延宝房総沖地震の津波被害についての詳細な実地調査の結果が論文とし

て発表され（甲Ｂ２６１号証「延宝房総沖地震津波の千葉県沿岸～福島県

沿岸での痕跡高調査」）、福島県まで及ぶ広範な被害が確認されるなど、こ

の地震が津波地震であるという評価はより確かなものになりつつあった。

地震本部においても見直しの意見が出なかったことは、当然である。 

   以上の経過に照らせば、被告国が指摘する「日本の地震活動」（第２版）

の延宝房総沖についての記載は、２００２年「長期評価」以前の古い評価

が、本来書き直されるべきところを、単に編集の怠慢により失念され放置

されていたに過ぎないことは明らかである。 

よって、「日本の地震活動」（第２版）の記述に基づき、「長期評価」の信

頼性を否定しようとする被告国の主張は失当である。 

（２）長期評価部会および地震調査委員会における意見について 

被告国は、「長期評価」策定直前の２００２（平成１４）年６月の第６７

回長期評価部会で、日本海溝寄りの津波地震を４００年で３回と割り切っ

たことに問題が残るなどの意見があったこと（乙Ｂ１５２号証６～７頁）、

また、「長期評価」を了承した同年７月１０日の第１０１回地震調査委員会

でも、海溝寄りをいくつかに区分すべきとの意見があり将来の課題とされ

たこと（乙Ｂ１６６号証８頁）を指摘し（７７頁）、「長期評価部会及び地
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震調査委員会自身が、長期評価の内容に対して問題点や異なる領域設定を

検討する必要性を指摘していた」（７８頁）と主張する。 

しかし、第６７回長期評価部会は、海溝型分科会で審議を終えた「長期

評価」（案）につき、長期評価部会での確定をする場であり（乙Ｂ１５２号

証６頁）、事務局からの報告を受け、字句修正等の多少の注文がでているが、

最終的に確定している（同７頁）。 

被告国が指摘する「無理に割り振ったのではないか」「４００年に３回と

割り切った…問題が残りそう」との発言も、出席者個人（誰の発言かは不

明）の感想であって、「長期評価」の確定を留保すべきとの強い意見とは到

底言えない。強い意見として出され、かつ、他の出席者が賛意を示せば、

確定されず保留となることも当然ありえたであろうが、実際には、その場

で確定ということで部会全体が了承していることは、議事録から明らかで

ある。被告国は、個々の出席者の発言をもってあたかも長期評価部会自体

が「長期評価」の内容に対して問題点を指摘していたかのように歪めて主

張しているに過ぎない。 

次に、第１０１回地震調査委員会における、「三陸沖北部の海溝寄りとか、

福島県沖海溝寄りとか考えた方が良い」との意見も、一出席者の意見であ

り、しかもそのような領域分けがなされなければ「長期評価」を了承でき

ないという強い意見ではない。だからこそ、この日の地震調査委員会で「長

期評価」は了承されているのである。事務局が「課題としておく」と述べ

たのは、出席者の発言を尊重したものであって、海溝寄りを南北に伸びた

一つの領域としたことが問題であるとか、必ず見直しを要する旨を述べた

ものでないことも、議事録から明白である。被告国は、一出席者や事務局

の発言を誇大に解釈しているに過ぎない。 

前述のとおり、「長期評価」はその後幾度か改訂されているが、津波地震

を重視して日本海溝寄りを一つの領域とする領域区分については、維持さ
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れている。 

 

３ 小括 

  以上より、「長期評価」の信頼性を否定する被告国の主張は、専門家証人の

尋問終了後に提出された証拠に基づく主張を含め、いずれも根拠がなく失当

である。 

 

第３ 「津波評価技術」についての被告主張への補充的反論 

 

１ 「津波評価技術」が「唯一の基準」であるとの被告らの主張に根拠がない

ことが、佐竹証言により明らかになった 

原告準備書面（４２）で詳述したとおり、佐竹健司氏が津波評価部会にお

ける検討状況について「津波評価部会で個別の地震について議論するという
．．．．．．．．．．．．．．．．

ようなことはなかった
．．．．．．．．．．

と思います。」（佐竹第２調書１４頁）、「そもそも土木

学会の津波評価部会では、個別の地域で地震発生可能性というようなことを
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

議論しておりません
．．．．．．．．．

。それは長期評価部会でやっていること
．．．．．．．．．．．．．．．．．

で、そこが長期

評価部会と土木学会の津波評価部会の大きな違い
．．．．．

でございます。」（同２３頁）

と証言したことは、きわめて重要な意味を持つ。 

なぜなら、被告国は、津波評価技術について「平成１４年から本件地震発

生に至るまでの間において、被告国が把握していた限り、津波の波源設定
．．．．．．．

か

ら敷地に到達する津波高さの算定までにわたる津波評価を体系化した唯一の
．．．

もの
．．

であ」ると主張してきた。また、被告東京電力も「２００２年（平成１

４年）以降、本件事故以前の時点において・・・・津波評価手法を体系化し

た唯一の基準
．．．．．

であり、以降、国内原子力発電所の標準的な津波評価方法とし

て定着し、被告東京電力以外の原子力事業者も含めて、規制当局へ提出
．．．．．．．

する

際の評価にも用いられてきている」と主張してきた。これらの「唯一の基準」
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との被告らの主張が、佐竹証言によって完全に否定されたからである。 

過去の個別の地震について検討はしておらず、個別の地域での将来の地震

発生可能性の議論もしていないという佐竹証言によれば、「津波評価技術」は

「想定し得る最大規模の地震・津波」について地震学の最新の知見を整理し

たものとは到底いえない。従って、「津波評価技術」が原子力施設の津波評価

における波源設定の基準たりえないことは明らかである。 

個別の地域における将来の地震の発生可能性について議論し、結論を出し

たのは地震本部の長期評価部会であって、２００２年「長期評価」こそ、原

子力施設に影響する津波の波源設定についての基準とされるべきことが、佐

竹証言をつうじて明確となったのである。 

 

２ 被告国第１４準備書面「第３」「２」についての補充的反論 

（１）「津波評価技術」の記載を根拠とする被告国の主張について 

 被告国は、津波評価技術に「基準断層モデルの波源位置は、過去の地震

の発生状況の地震学的知見を踏まえ、合理的と考えられるさらに詳細に区

分された位置に津波の発生様式に応じて設定できる」（甲Ｂ６の２号証１－

３２、３３頁）という記載があることから、「津波評価技術では…詳細に領

域区分をして断層モデルを設定した」ことは明らかだと主張する（４６頁） 

 しかし、「津波評価技術」に記載がある
．．．．．

ということと、そこに記載されて

いるような過去の「知見を踏まえ」た検討が、地震・津波の専門家により

現になされ
．．．．．

、地域区分と基準断層モデルの波源位置の「合理的」な設定が

現になされ
．．．．．

たかは、全く別の事柄である。 

前述のとおり、津波評価部会においては過去の個別の地震の検討も将来

の個別の地域ごとの地震発生可能性も議論
．．

され
．．

ていなかった
．．．．．．

、
．
という事実

が佐竹証言で明らかになった。議論すらなされていない
．．．．．．．．．．．

のであるから、「知

見を踏まえ」たといえないこと、「合理的」な結論が示されたといえないこ
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とも、また明らかである。 

将来の想定地震について津波評価部会での検討は予定されておらず、実

際にも行われなかったことは、同部会委員であった佐竹氏のみならず、同

部会の事務局を担った電力中央研究の松山氏、主査を務めた首藤伸夫氏も

そろって認めるところである（甲Ｂ３２３号証、甲Ｂ１８２号証の１、原

告ら準備書面（４２）４５～４６頁）。 

被告国は「津波評価技術」の文字面
づら

だけから、あたかも、津波評価部会

において、現実に地震・津波の専門家が十分議論し検討した上で「合理的

と考えられる」結論に達したかのように描き出そうとしているのであるが、

これは佐竹証言等各証拠に反し、事実を偽るものである。 

（２）２００３年「垣見マップ」に依拠した被告国の主張について 

被告国は、２００３（平成１５）年に公表された垣見マップ（乙Ｂ１６

３号証）に依拠して、「当時の知見としては古く、かつ津波地震の知見も考

慮されていない萩原マップを基に福島沖に延宝房総沖地震の基準断層モデ

ルを設定してな
マ マ

かったことが不合理であるとはいえない」（４７頁）と主張

する。 

 しかし、第１に、そもそも原告らは、「古い」萩原マップに依拠すべきだ

ったと主張しているのではない（この点で、被告国は原告らの主張を誤解

ないし曲解している）。原告らが指摘したのは、「津波評価技術」がみずか

ら萩原マップによる領域区分を前提としておきながら、過去に起こった津

波地震である延宝房総沖地震を、何らの根拠も示さないままに、同一領域

内である福島沖に想定しないとしていることは、論理矛盾であり恣意的な

想定ではないかということである。そして、原告らの指摘に対し津波評価

部会の委員であった佐竹氏は、そもそも過去の津波についても将来の個別

の地域ごとの地震の発生可能性についても津波評価部会では議論していな
．．．．．．

い
．
、と証言したのである。福島沖に津波地震を想定しない積極的な根拠を
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「津波評価技術」が示していないだけではなく、そもそも、津波評価部会

においては前提となる議論
．．

すらなされて
．．．．．．

いなかった
．．．．．

ことが明らかになった

のであるから、津波評価技術の領域区分に一貫性がなく、波源想定につい

ての合理的な説明が欠けていることは、佐竹証言によってよりいっそう明

瞭になったといえる。 

 第２に、２００３（平成１５）年に公表された「垣見マップ」は、２０

０２（平成１４）年の「津波評価技術」策定時点では存在しておらず、当

然、「津波評価技術」が「垣見マップ」という「知見を踏まえ」、基準断層

モデルの波源位置を既往地震の位置に限定したわけでもない。繰り返すが、

津波評価部会では過去の地震についても将来の地震発生可能性についても、

そもそも地震・津波の知見を踏まえた議論
．．

すら
．．

されていない
．．．．．．

のである。ま

して、当時存在していない「垣見マップ」が議論の俎上に上っていないこ

と、言うまでもない。 

第３に、「垣見マップ」の領域区分は、津波地震に着目して太平洋沖を陸

寄りと日本海溝寄りを区分せずに「日本海溝大陸斜面（８Ａ）」と一括して

いる。その点では、萩原マップに比して内容的に特に「新しい」ものでは

ない。ただ、過去に発生が確認されている地震に着目して８Ａ３（福島沖）

と８Ａ４（房総沖）を区分けしているので、延宝房総沖の津波地震と同様

の津波地震を福島沖日本海溝寄りに想定しないことに都合が良い、という

に過ぎない。 

第４に、被告国は、垣見マップの区分が萩原マップに比べ「詳細」であ

ることを強調するが、防災のため将来の地震予測における地域区分につい

て、すでに準備書面（４０）でも引用した島崎邦彦氏の証言を再度引用し

ておく。 

「４００年間に３回しかなかったということが、逆に、このような地震

の発生の頻度、あるいは発生の確率に対する重要な情報となります。
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すなわち、４００年間には繰り返し発生していないということになり

ますので、当然、このように頻度が低い場合は、時間を狭めることな

く空間を広く取る必要があります。そのことによって、統計的な検討

が可能になるからです。ある意味、時間軸が限られている場合は、空

間軸を広く取ることによって標本域を確保して、統計的に検討する必

要があるということです。」 

この観点からいえば、「垣見マップ」の領域区分は、津波に対する防災計

画を検討する観点からは詳細に過ぎるものである。現に、２００３（平成

１５）年に垣見マップが公表されて以降も、このマップに従って、防災の

ための地域区分において日本海溝寄りの領域を細分化することは、地震本

部でも、中央防災会議でも、土木学会津波評価部会でも行われていない。 

 

３ 小括 

  以上より、「津波評価技術」が原子力施設に影響する津波の波源の位置設定

についての基準たりえないことは明白であり、被告国の主張は、専門家証人

尋問後に新たに提出された証拠に基づく部分も含めていずれも失当である。 

以 上 

 


